
国連東ティモール統合ミッション
（ ）United Nations Integrated Mission in Timor-Leste UNMIT

(2006)設立年月 設立決議２００６年８月 安保理決議１７０４
(Dili)展開場所 本部所在地東ティモール ディリ

Atul Khare （印） Rodolfo Asel Tor（フィリピン）事務総長特別代表 警察部門長官
２００８年２月２６日（安保理決議１７４５(2007)）活動期限

治安維持及び回復（国家警察（PNTL）再建までの間、暫定的に法執行も行う 、政治的対話、任務 ）
国民和解、民主的ガバナンスの構築、２００７年の大統領・総選挙の実施、PNTL訓練、人権確
保等における支援。

経緯・背景
１．経緯
（１）東ティモールの独立をめぐって続いていた紛争は、９９年４月、武装勢力等の間で和平合意が

成立。更に同年５月、旧宗主国ポルトガル、実行統治国インドネシア、及び国連が直接住民投票
実施に同意したことを受け、同年６月、安保理は直接投票を実施する国連東ティモール・ミッシ
ョン（UNAMET）を設立した（決議１２４６ 。同年８月３０日、直接投票が実施され、７８％以）
上の住民が独立を選択した。

（２）９９年１０月２５日、国連安保理は、東ティモールの統治に関し全般的責任を有する国連東テ
ィモール暫定行政機構（UNTAET）を設立した（決議１２７２ 。００年２月２３日、多国籍軍の）
展開により東ティモールの治安が回復したのを受け、多国籍軍からUNTAETの軍事部門に治安維持
の任務が引き継がれた。

（３）０１年８月３０日、憲法制定議会議員選挙が実施され、その後０２年には憲法制定会議による
憲法制定、大統領選挙（４月１４日）を経て、国連による暫定統治は終了し、同年５月２０日に
東ティモールは独立した。そして、独立により任務が終了するUNTAETに代わり、東ティモールの
安定と行政能力の確保、及び法の執行への支援と治安維持への貢献を目的に、軍事・警察部門に
加え、UNTAETに比べ規模の縮小された民生部門を含む国連東ティモール支援団（UNMISET）が独
立と同時に設立された（決議１４１０ 。）

（４）UNMISET展開後、東ティモール内の治安状況は改善し、国家制度の構築も進展を見たが、司法
分野を中心として国家機能が十分には機能していないこと及び国境警備隊の能力が十分でないと

、 、 、 、 、して 国連は PKOから政治ミッションに転化させ 国家制度の構築支援 警察の能力向上支援
及び民主的統治及び人権の遵守に関する訓練支援等を目的とした、国連東ティモール支援事務所
(UNOTIL)を０５年５月設立した（決議１５９９ 。）

（５）UNOTILは０６年５月で任務を終了する予定であったが、同年４月に、離脱兵士による抗議活動
に便乗した暴力行為に対し国軍が投入され、５月下旬には離脱憲兵隊員が国軍本部等を襲撃する
など情勢が悪化した結果、東ティモール政府の要請を受けた豪、ポルトガル、マレーシア、ニュ
ージーランドが軍事要員や警察要員を派遣した。右情勢の変化に対応した新しい国連ミッション
のあり方について議論するため、UNOTILは３度マンデートを延長した。

２．UNMITの設立
（１）０６年８月２５日、東ティモールの情勢悪化を受け、安保理は、当面６ヶ月間、国連東ティモ

ール統合ミッション（ＵＮＭＩＴ）の設立を決定した（決議１７０４ 。我が国は安保理におい）
て本件決議の起案、調整において主導的役割を果たした。

（２）０７年２月２３日、安保理は、ＵＮＭＩＴの展開期限を０８年２月２６日まで延長し、警察要
員を最大１４０名増員すること等を決定した（決議１７４５ 。）

（ ） 、 、 、 、３ ０７年４月には大統領選挙 ５月には大統領選挙決選投票 ６月には議会選挙が行われ ＥＵ
日、豪等が監視活動を実施した。

（２００７年８月３１日現在）派遣規模
文民警察要員 １６０８名 軍事監視要員 ３２名
※我が国は現在、文民警察要員２名を派遣中である。

（同上）要員派遣国
日本、オーストラリア、バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中国、クロアチア、エジプト、エル

サルバドル、フィジー、ガンビア、インド、ジャマイカ、キルギス、マレーシア、ナミビア、ネパー
ル ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､パラオ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､韓国､ﾙｰﾏﾆｱ､ﾛｼｱ､ｻﾓｱ､ｾﾈｶﾞﾙ､ｼｴﾗﾚｵﾈ､ｼﾝｶﾞﾎﾟ、 、
ｰﾙ､ｽﾍﾟｲﾝ､ｽﾘﾗﾝｶ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ﾀｲ､ﾄﾙｺ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｳｸﾗｲﾅ､ｳﾙｸﾞｱｲ､ﾊﾞﾇｱﾂ､ｲｴﾒﾝ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ

（２００７年９月３０日現在）犠牲者数
２名（敵対行為１名、その他１名）


